
新たな防災気象情報（土砂災害）の運用に伴う
砂防関係ホットラインについて

砂防課 計画調査担当
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資料－４



新たな防災気象情報（土砂災害）について
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土砂災害に関する情報について

危険度１
危険度２
危険度３
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ホットラインについて（レベル４土砂災害危険警報）

レベル４土砂災害
危険警報を発表

砂防課 土木事務所等 市町村

気象台が発表する様式 砂防課から送付する様式

発令者（首長）

宮崎地方気象台
専用回線による伝達

メール等による伝達teamsによる伝達

廃止 廃止

※旧「土砂災害警戒情報」
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ホットラインについて（危険度３）

市
月 日 時 分現在

土砂災害危険度「危険度３」になりました

◆該当市町村：

警戒レベル４相当情報（土砂災害）

発信元 宮崎県砂防課

初めて土砂災害危険度「危険度３」になりました。（該当エリア

は下記のURLにて確認ください。）

住民に対する情報の周知をお願いします。

土砂災害危険度「危険度３」は、いつ土砂災害が発生してもおか

しくない状況です。

また、引き続き土砂災害危険度レベルの状況変化について、以下

のURL（『宮崎県総合河川砂防情報システム』）にて確認をお願いし

ます。

http://kasen.lan.pref.miyazaki.jp/

県砂防課 県土木事務所 該当市町村or

市町村内で初めて
土砂災害危険度

「危険度３」になる
砂防課 土木事務所等 市町村

砂防課から送付する様式

発令者（首長）

メール等による伝達teamsによる伝達

廃止 【R8試行】
レベル４土砂災害危険警報（※旧「土砂災害警戒情報」）

発表時点で、市町村が避難指示を発令してい
ない場合のみホットラインを行う。
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避難指示発令に着目したタイムライン（防災行動計画）【試行】
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